
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和７年８月１９日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和７年８月１９日（火）午前９時３０分～ 本庁舎４階大委員会室 

２ 出席者 

石田障害福祉課長、工藤係長、浅見主任主事 

３ 件名 

白井市障害者支援センターの令和１０年度以降の運営方法（案）について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

【質疑事項】 

・計画策定委員会、自立支援協議会は障害者支援センターの民間移管による運営につい

ての意見を伺うことが可能な委員会であるか。 

 →計画策定委員会、自立支援協議会は障害福祉サービス事業者、障害者団体関係者等

で構成されているため、市民、民間事業者の視点から意見を伺うことが可能であると

考える。 

 

【指示事項】 

・民間移管により安定的に機能を維持していくことを方向性とし、スケジュール通りに

進めていくこと。 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

■ □ □ □ （

目的 手段全ての年代 行政経営改革 民間の誘致・連携南山小学校区カテゴリー

部課名 福祉部　障害福祉課

白井市障害者支援センターの令和１０年度以降の運営方法（案）について　

　障害者支援センターは南山保育園跡地に障がい者がともに暮らせる生活介護などの日
中活動、相談支援事業を充実させていくとともに、地域と協力して障がい者をサポートでき
る体制の整備を図り、市内在住の障がい者支援の拠点としての役割をはたすことを目的と
して、平成２２年度に設置されて以降、指定管理者制度により運営を行ってきた。
　しかし、障害者支援センターが実施するものと同様の福祉サービス事業については、市
内でも自立運営を行う民間事業者が増加しており、公共施設で指定管理による運営を行
う必要性が低くなってきたことから、「第２次白井市行政経営改革実施計画（令和４年度～
令和７年度）」において障害者支援センターの運営方法の検討と実施を取組項目として位
置づけている。
　これを踏まえ、「白井市アウトソーシングに関する指針」に基づき、令和９年度で指定管
理による運営を終了し、令和１０年度以降は民間移管による運営を行うことについて検討
している。

　民間移管を行うことにより、民間事業者の専門的なノウハウの活用によるサービ
スの質の更なる向上及び施設の修繕費用や事務負担等の市の施設保有コストの
削減を図る。

　障害者支援センターの民間移管の方法について、サービス利用者のニーズに
応じた建物改修など、柔軟な建物管理等による福祉サービスの質の更なる向上を
図ることから、施設の建物は「有償譲渡」とする。
　一方、施設の利用状況を踏まえ、障害者支援センター跡地での福祉サービス事
業の提供を継続することが必要であり、その場合、市の役割として一定の関与を
維持していくことが必要となることから、施設の土地は「貸与」とする。
　また、公平性・競争性・透明性の観点から、より多くの事業者の参入の機会を促
し、サービスの質の更なる向上を図るために公募による事業者の選定を行うことと
する。

まで）

無

有

年代 場所

事業者公募時

有

令和 7 8

方法（時期）

19

付議書（行政経営戦略会議）

付議事案

議会説明 行政運営報告等 広報・ＨＰ等 有

・障害者支援センターの令和１０年度以降の運営方法を指定管理による運営を終了し、
民間移管を行うこととする方向性について。
・障害者支援センターの民間移管について検討・実施スケジュールの可否。

【部内会議】
・障害者支援センターを民間移管する目的について、利用者サービスの質の更なる向上
を図る点を深堀すること。
・民間移管されることによる、事業者側の優位性について精査すること。
・「白井市障害者支援センターの設置及び管理に関する条例の廃止」及び「財産の処分」
について議会の議決を得る時期を精査し、スケジュールについて見直すこと。
・プロポーザルで公募する際の募集条件及び審査方法について精査すること。
・外部検討について、計画策定委員会又は自立支援協議会等に意見を伺い、検討を行う
こと。

令和７年１０月：利用者への報告（保護者説明会）
令和７年１１月：利用者アンケート・審議会等への意見聴取
令和７年１２月：基本方針の決定（アンケート結果を反映）
令和８年　３月：議会（白井市障害者支援センターの設置及び管理に関する条例廃止）
令和８年　４月：不動産鑑定、施設の測量
令和８年　８月：譲渡価格の決定
令和９年　４月：民間移管先の事業者選定（公募型プロポーザル）
令和９年　８月：契約成立、引き継ぎ協議
令和９年１２月：議会（財産の処分について）
令和１０年４月：民間事業者による運営開始

項目 有無 方法（時期） 項目 有無

条例廃止 報道発表条例規則

千円）

有 利用者アンケート調査（R７年１１月予定）

公開 非公開 部分非 時限非

参考情報

案件提出
事由

②重要な施策（規程第4条第2項第2号）
ア　市民生活に大きな影響を及ぼす事項

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課

今後の
スケジュール

白井市障害者支援センターの設置及び管理に関する条例

公共施設マネジメント課

千円 （うち特定財源


















